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( 2 ) 国産稲わらの飼料利用拡大
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1.飼料自給率について

ヰ 飼料自給率の推移ー

大橋史郎

飼料自給率(全畜種)1立、昭和4日年庄のO5.%から世下
してきた古1昭和田年代中ヒ買から積l.flJ傾向で推轄しで

おリ、平成17年度(概算)1d:25%。

2 飼料の需給動向

粗飼料自給率|ま76%(対前年度比1ホ引ント増〉、濃厚
餌料自給率|ま11%(対前年度比同}となる見込み。

3 飼料自給率の現状と目標について
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国内主産拡大の可能性

国産

100% 
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北海道を支える飼料資源ー飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向ー

4 飼料自給率向上に向けた取組ついて
(1) r坦型開給率向上特別プロジェク料」について〈平成1市月叩完足〉

1 賞料農業農村基本計画|こおける飼料自給率日標達成のため、園都道府県民農業者・農業剛志賞品産業事
業者、飼料関悟同佑筈が、有識者の助言を1尋つつ、適切な世割分担町下、ー悼となって、「飼料向給率向卜!こ而
けたi干電11計画(以下「行動計画J)を策F、写i干;占柑する「飼料向給率特~IIブロジェウト|を葬毘ずる。色
2~ 上自己関係者及び有識者を構成置とする「飼料自給率向上戦時会議)l(以下「戦略会議J) において~ r行動計画jの
策室等を行れ聞偶者一体とむづた計画的な取組を推進。¥
3.農林水産省、農業団曲、都道府県警は、「戦時会議」の決定を踏ま見、それぞ.れの菅任と取組方針を確認。
4.H子動計画」の機動的な実行を確保するため、「戦時会議|の下に、自給飼料増産ィ賞品残さの飼料化それぞれ
ぬ目的1;:応じで~闘慌者が~þttなづて専門的見地からの具体的取組を推進する「行動会議Iを定期的1;:開催。

飼料自給率向上戦略会議

のた臥関髄也市出っ市嗣醗策定、新、点検時主主を置ジ l J1."'lI'rl t:l...U"-H ~ i i 1 ・ a 

農業団体戦略議 111 1 齢出糊会議 1 111醐隅戦略会議|

(嗣自話器控室血管F甲部)
鰐臨 11 全国飼料輸動会議く~I耽J 器準法
鴨議 Ir訴時下自問盟諸也嘘和一|時コたリ討議雪量?長

| 全国食品残さ飼相出動会議 | 
(??の下常時臨伊種融〕

ω 附 8年度飼料自給率向上に向IJた行動計画的ント

O粗飼料増産の取組を点から面へ拡大 l

0食品残さ飼料化{エコフィード)の安全世の確保

相飼料増産の取組を点かち面ヘ拡大

l 18年度行動計画'のポイシドー l 
[相飼料増}i

。国産稲わらの仲介.t~旋及び収集の早期}白川む国産稲わらの間ヰ利用の拡大と
かっ重点的な取組 出 1r'¥1 自活1'00%の達成

。稲発酵粗飼料の仲介・斡旋及的乍イ寸拡大11 '}I万稲発酵粗飼料の作付拡大
に向けた早期力1つ重点的な取組 IL，/IIo 7_k曲放牧の取組拡大(肉用牛の増頭JI

O シンホVウム現地検討会の開催を通じた I V I 0 ̂ 材育，成の拡大 H17. H18(目標)

放牧の推進 : : I I 出制王道師 羽名→荒田名
。地域の飼料増産への取組の践となる人材， l. 融自制飼料::t7]:'if，.'_:~'-' 31名→哨

の育成 / ~ コゲチクトアド/何十 3.1名→ ~O名

[主主品残さの飼料;{t¥工コア-←141:の推進] 工h7ィードの安全性の確保

O正日ードの普及圃関係者の理解醸成 I~r o.全国吋掛川竹ム等の開催

。品賞・安全性の確保 11 >1 ~工コ7げ安全性的ドライシの;作成 | 
ILハo全国間な工ーコ7ィ十九資源の発生実態調査の

O 全国的なエコ71~ド資源の発正実態把握 11ハ 円
I Y 1 白施等

ヰ
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民日史橋大

自給飼料施策について

自給飼料政策の基本的な考え方

E 

。:輪王i飼料べむ依存力1~8脱却μ 自信飼料{三立~ínじた安全せ安心な畜産物"の生今産を図ることが:
}重要る
。前料自給率が仮((こ叩%上昇υfこ場合でも:会斜面給率のよ昇("'j:(%._(~止まるわjィ食料自給
率の向よ、ー国土の有効活用、資源循環型畜産め確立の観者から、自給飼料的生産拡太が重要る

圏内ーを生産可能な粗問料を輯

λに怯存し主いては、畜産程
宮から排出されるふん原の適
切な利用|立困難

餅ヰ自給菩初向上

む自給嗣料!こ立脚した安全で安1(... " 
な畜産物の生産を図り、犬家畜
生産を振興することが重要

畜産的利用が可能な固
二tを確保・維持することが、 l

潜在的な白枯草向上対
需となる

。政策の推進方向

。国産稲わらの飼料利用の推進
:窃耕畜連携による水田を活用した稲発酵粗飼料(稲川Cs)句作何対広^
-@申山間1地などにおける耕作放棄地などを活用した放牧の推進;

5 

2 飼料増産重点施策について
(1)稲発酵粗飼料の生産ー利用推進

G 稲琵酵祖飼料〈稲Wë;S)1 まJ、稲作農家|こわては{乍りやす点畜産農家I:tづてlま開制~1直の高い「飼料作
\閥」とい:主転作困方の作イ寸が1普通L、最近I~，-稲作農家部生J岳取確仏畜産農家λ堀冒する亭:lýlj宅増加。

Q 稲wcstミ当いで|言、今後も増加が見込Fまれる戸主ある程度の財政負垣が避けもhないと劫ち、国民ぬ
コシf::('t:iが必要4

相WCA可乍付固とハウス続強全性舎

α活発E手掛司平和f何寸面積の掛妻、

稲wcs作付拡大の課題
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E""""'"'圃・""""直悩圃E唱-、 ~U岨・・E胃.，.主_::1層圏転作作物を作付け乱畦此司咽的活用

G同整水田:・自己管理水田の合計}
112干益

自走式専用ロールベーラーの利用も増加
稲WCSをめぐ・るトピッQ

0新品種。詰wcs専用}の開発

16年度2品種f夢effiおぱ、こシアオ/り

1.7年度2品種{パ:こa5(T-s!-j'， 1) '-:ヲス:$!~)

D自走式専用口~)レベ」ラロコ導入

17年度までの導入実描113古
ラツピツタサイLージ
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北海道を支える飼料資源一飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向一
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大橋史郎

放牧マクブ
胸用牛の肱牧面積}.

~ 

O向用キの怯牧|こついて〈公共牧場を除く・ 16年度理報f直〉
戸数 面積J うち純作放棄地野草地、林地

・轄班芋 3，436戸 18干ha JO干ha'(dtl6害1]).
']E.膏牛 227戸 7千ha 、0，1千ha
計 3 ， ~'63戸 25干ha 10=千ha

f対15年摩・千 175戸 +， 1平h，:'!)

9 

-耕作肱東地 (17年度〉
38百拭

うち農軍所有、

22万銃「回 目万~t
l畑 10方拭

L ~討園地 3方読
i主1田・畑寺町7内訳|ま2口口口年センサス

のチータ但む05年セシサスlま集計中)

-来利用的野草地?紳士世
39百鋸

正|時撒M ツト
単位:抽 10珂育管理性司料生産労働の削油

。賭λ飼料曹の削j高
。牛の健属I首選
q軒生曹の削溝、繁殖同績の向上〉

O耕作肱草地の解消、長利用地利用
。イノジジ害筈の防止

{:4)飼料生産の外部化等の推進について

|コケトラウター|
ヨ飼重量規模拡2てや高酎1':じり堪展 1;こよ骨宣言l特Z瞳'5.51副力不足に対応す{;jT;，己臥嗣料主産相置やりコ:.'t~ラヲヲー!こ~1む;
労働負担の軽減及u飼料生産作業の効率化・イ'g~:7~1ヒ在促進することが重要。
弓コジド同型ー組織教は増却レでい高間町、地撞的な漏り批海道と到j'NマB割以よ〕や共同作業的な組織にとど i
まっている例も散見o

3 今後I'~;:~地唖出飼料生産白中殺を担ラコンドラウ3ーや生産きれた粗飼料を主体主じた.ttv1l:H完全配舌飼料3を畜;;
産主主管1;-借拾ず五下酌前TI'¥ItRセシターの育成を推進。 1

oョンドラク女ーの概要(全国) (形態月1]組織数(fj16) 作業別受託面積(Hi6)
益-fi15ーJ哩5左往B

9年度 → 1-6年度

組織故 l22. 生旦旦

手l開農家数日， 020

受託面積 38干ha'
〈問料収稽作業〉

{うち北海道). {29千ha}

|T山センヲー|

o TMR(祖飼料、濃厚飼料、ミネラル、ピ担ミン、添

加物等を混ぜ合わせ、必要な栄養棄をすべて含ん
だ混合嗣料1を詞製じ畜産経営I~供給する施設一

歩O 北海道を中心に組織教が増加。
15年度 17年度(速報)

組織数 34 → 49 
(うち~tì'ij道): (7) (20) 

I ™噌E宰:17%(個別闘を含む:16年度) I 
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北海道を支える飼料資源ー飼料自給率の向上に向けた今後の対応方向ー

3，';北海道:3，:.6t1lQa，，:都府県:4:~9V1 日:司}

。このため、今後は、

-単収の高い優良品種の開発やi啓発活動による慢良品種の生
産現場への普Rと栽培管理の徹底

-草地更新事業等を活用した適切t
.膏メIl~)ドウモロコヶのロールペーj
発された「細断型ローJレペーーラーJ
ジ由作付の拡大
. f憂良品種の育成・利用!とよる作付可能地の拡大
等1;:積極的に取り組む必要d

(kg/l日祖j._ 
草地更新まTの程過年蝕

~S 

τ~ 年

長件|芯よるが、最高間宣の回一7口矧=なる1口
。年程度で更新亨るこ!::が適当。これによそよ 1，:21宮

が可能+

恨訓(北海道〕に紅可も詰培が可能な極早生の
脊刈ゆウモロコシの品種w:ぴりかJ(17年度命名
壷緑〕を開尭

E 

これまでの規制

従来ょ農葉、飼料請加物及び動物用医聾
品l主食品中の残留基準が定められたもの|ご

つい-C:ld:， ?i重留基準を超えて動物匡聾品筈

が醒留する食品の販売筈が禁止される一方
で，.?i書留基準ti，定めらhでいないもの(抗

!菌性物質以外)I::::::?いては、残留七ていで

も販売等の規制か行われてこなかった。

2 ポジティブリスト制の導入
平成 '.6年5月に食品衛生法が悶Eさh、

厚生労働大臣が指定する物質〈対重県外物

賀〉在除ζ全ての動物用匡襲品筈は人の悟
屈を損なうおそれのない畳 (~f童基準〉在

超えて暗留してはならず、その例外として

P書留基準が定められたものについては、こ
れを超えて残留し.ではならないとされる制

度〈米:;:7'，ィゴリスト申1])が平成 18年 5
月29日ロ導入ーされるこtとなっだ。

3 農林水産省の取組
農林水産省とじては、これに対応iし、食

品中のP書留基準に整合性を持コた、、白料中

の農薬害の残留基準の詰定や動物用医薬品
の慣用基準を設定することと Lでいる。
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2配合の基準的問E予定{省令〉

自配合の使用基準詰定予定〈省令〉
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飼料の農薬の残留基準について

省令で定める基準
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